
2026年 2月 26日 

 

 

 

 

南都銀行（頭取 石田 諭）は、政府・産業界・金融界が一体となって推進している「手形・小切手の全面

的な電子化」に向けた取組の一環として、下記のとおり、2026年 9月 30日（水）をもって、手形・小切手

の振出期限を設定するとともに、他行を支払地とする手形・小切手の取扱い※を終了いたしますので、お知

らせいたします。 

 

※入金・取立・割引手形 

記 

 

１． 手形・小切手のご利用に関する今後のスケジュール・ご留意事項 

（１）スケジュール 

内容 時期 

① 手形・小切手の発行受付終了 2026年 3月 31日 

② 手形・小切手の最終振出期限 2026年 9月 30日 

③ 他行を支払地とする手形・小切手の取扱い受付終了 2026年 9月 30日 

 

（２）ご留意事項 

    最終振出期限を超過して振り出された手形・小切手は、当座勘定からの支払ができなくなります。  

手形・小切手の振り出しや受け取りをされているお客さまはお取引先とご相談のうえ、代替手段を   

ご利用ください。 

小切手等による税金等のお支払い（証券納付）の際は、お取引店にご相談ください。 

 

２． 手形・小切手の全面的な電子化にともなう代替手段のご案内 

手形・小切手の電子化には、現物紛失リスクの低減に加え、押印・発送・保管等の事務負担の軽減や   

印紙代等コストの削減など、支払側と受取側双方に様々なメリットがございます。 

お客さまにおかれましては、法人インターネットバンキングからの振込といった電子的な決済手段への

移行をご検討いただきますようお願い申しあげます。 

お問い合わせは、お取引店までお願いいたします。 

 

 

以上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】営業サポート部   宮澤・吉田 TEL：0742-27-1553 

事務サポート部   田中    TEL：0742-50-2188 

経営企画部（広報） 甲村・粟子 TEL：0742-27-1599 

手形・小切手の最終振出期限の設定等について 

 

 


